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越前市で事業を行う中小企業者（小規模企業者含む）融資対象

３,000万円以内
※運転資金は2,000万円まで

返済期間 運転資金 5年以内
設備資金（運転併用）１０年以内

融資額

２.2％【利子補給期間中の実質金利0.0% or 0.5%
（融資利率2.2%－利子補給2.2% or 1.5%）】

融資利率

借入残高の 2.2% 相当額を １年間
小規模
企業者

利子補給
〃 1.7% 相当額を １年間その他

元金均等割賦償還（据置期間：6ヵ月以内）償還方法

福井銀行・北陸銀行・福井信用金庫・北國銀行の越前市内の各支店
※令和８年５月２日までは福邦銀行も可申込先

中小企業等

をご利用ください！

返済期間 最長 10 年

実質金利 小規模企業者：0.0％

そ の 他：0.5％ 相当（１年間）です！

補給
します！

越前市で事業を行う中小企業者の方へ！

○利子補給条件・申請フローの詳細については、２ページ目をご覧ください。

お問合せ 越前市役所 産業政策課 (市役所本庁２Ｆ）

TEL 0778-22-3047

例：１年間の支払利子額が10万円、小規模企業者以外の場合の補給額
100,000円÷融資利率２.2％×1.7％＝77,200円キャッシュバック（100円未満切り捨て）

実質支払利子額は、22,800円になります。
※小規模企業者は融資実行から1年間実質支払利子額0円

【利子補給について】
融資実行日から１年間の支払利子額に対し、補給額をキャッシュバックします。

事業に
必要な資金
（運転資金・
設備資金）
を借りたい

物価高騰対策支援資金融資制度
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１．融資実行時
従業員代表に対して、賃上げ目標の表明（様式あり）

２．利子補給申請時
融資実行日の属する月から起算して、1年以内の任意の連続する3か月間と
当該各月に対応する前年同月を比較して、従業員1人当たりの基本給が増加
していること（様式あり）

物価高騰対策支援資金融資制度
中小企業等 ～続き～

■利子補給金交付条件（賃上げの実施）

２

事業に
必要な資金
（運転資金・
設備資金）
を借りたい

制度融資の手引き

融
資
申
込
／
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げ
目

標
の
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利
子
補
給
案
内
（
郵
送
）

融
資
実
行

■融資申込及び利子補給申請に係る手続きフローについて

申
請
者

金
融
機
関

市

会議所
商工会

意
見
照
会
／
回
答

∼R9.3月R8.4月∼

・各
様
式
を
送
付
し
ま
す
。

支
払
利
息
証
明
書
請
求
／
交
付

利
子
補
給
申
請
書
類
提
出
（郵
送
・直
接
・金
融
機
関
経
由
等
）

利
子
補
給
（
振
込
）

R9.4月∼ ～R10.４月末

融資申込

利子補給申請

任意の連続する3か月が当該各月に対応する前年
同月と比較して従業員1人当たりの基本給が増加

※

賃
上
げ
要
件
が
確
認
で
き
る
書
類
を
添
付

融資実行日から
1年以内

国の物価高騰対応地方創生臨時交付金を活用しています。



小規模企業者支援特別資金

小規模企業者
（中小企業信用保険法第２条第３項に定める）

対象者

2,000万円融資限度額

7年以内返済期間

※県中小企業育成資金（小口）の利率に準じる（R８.４．１現在1.６０%以下）融資利率

元金均等割賦償還（据置期間6ヵ月以内）償還方法

1年間 全額
利子補給

（運転・設備ともに）

福井銀行・北陸銀行・福井信用金庫・北國銀行の越前市内の各支店
※令和８年５月２日までは福邦銀行も可

申込先

その他の制度融資、
利子補給制度のご紹介

事業承継支援資金
利子補給

女性等創業支援資金
利子補給

マル経融資利子補給

「福井県事業承継支援資金」
又は「福井県事業承継支援
資金（経営者保証解除支援
分）」を受けている市内の方

「新規開業・スタートアップ支
援資金」を受けている市内で

創業済（予定）の方

マル経融資を
受けている方

対象者

２年間 全額
（累計４０万円まで）

３年間 全額
（累計２０万円まで）

1年間
1％ or 支払利子額の1/2

いずれか多い額

運
転

利子
補給 2年間

1％ or 支払利子額の1/2
いずれか多い額

設
備

各金融機関日本政策金融公庫
武生商工会議所
越前市商工会

融資申込先

■その他の利子補給制度

※マル経融資は、県の利子補給も受けられます。３

事業に
必要な資金
（運転資金・
設備資金）
を借りたい



その他、詳しくは越前市HPから「制度融資の手引」をご覧ください。

【申込先】 福井銀行（福邦銀行）・北陸銀行・福井信用金庫・北國銀行の市内各支店

【お問合先】越前市役所 産業政策課（市役所本庁２Ｆ）
TEL：0778-22-3047／FAX：22-5167
MAIL：syoukou@city.echizen.lg.jp

ー融資申込及び利子補給申請等に係る要件と提出書類についてー

利子補給申請融資申込

その他
・マル経融資
・女性等創業支援資金
・事業承継支援資金

（B)
小規模企業者支援

特別資金

（A)
中小企業等

物価高騰対策資金

（B)
小規模企業者支援特別資金

（A)
中小企業等物価高騰対策支援資金

• 当該融資を受けており、確実に元金及び利子の返済
を行っている方

• 市税を完納している方

• 福井県信用保証協会が定める保証対象業種を営んでいる方
• 市税を完納している方
• 償還能力を有している方
• 設備資金の融資を受ける方の場合、具体的な設備計画を有し、

かつ市内に当該設備を設置するものであること
• 行政庁の許可、免許、登録等を要する業種の場合、

既に当該許可、免許、登録等を受けている方
要
件

• 市内で１年以上継続して事業を
営んでいる方

• 中小企業者（小規模企業者を除く）の
場合、市内で１年以上継続して事業を
営んでいる方

• 小規模企業者の場合、市内で事業を
営む方

【利子補給交付申請書兼請求書と共に提出】

• 返済額一覧表の写し及び支払利息証明書
• 市税に滞納なしの証明書

※申請書に同意があれば不要

• 利子補給を受ける場合、それを証する書類（(A)のみ）
※チラシ表面補給対象一覧添付書類欄に記載

【融資申込書と共に提出】

• 市税に滞納なしの証明書（完納証明書）
• 設備資金の融資を受ける方の場合、見積書、契約書等
• 行政庁の許可、免許、登録等を要する業種の場合、

当該許可、免許、登録証等の写し
• 従業員代表に賃上げ目標の表明を行ったことを証する書類（（A)のみ）

※様式あり

• その他金融機関が認める書類

提
出
書
類

融
資
申
込

利
子
補
給
案
内
（
郵
送
）

融
資
実
行

【融資申込及び利子補給申請に係る手続きフローについて】（小規模企業者支援特別資金のフロー）

申
請
者

金
融
機
関

市

会議所
商工会

意
見
照
会
／
回
答

∼12月1月∼

・各
様
式
を
送
付
し
ま
す
。

支
払
利
息
証
明
書
請
求
／
交
付

利
子
補
給
申
請
書
類
提
出
（郵
送
・直
接
・金
融
機
関
経
由
等
）

利
子
補
給
（
振
込
）

1月中旬 ～2月末

融資申込

利子補給申請

４
制度融資の手引き
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越前市中小企業等物価高騰対策支援資金 

融資制度の概要について 

 

１目 的 

   越前市内の中小企業者に対し、経営に必要な資金需要を満たすため越前市中小企業等物価高騰

対策支援資金融資制度を整備し、当該融資利用者に利子補給金を交付することで、補給対象者の金

利負担を軽減して経営活動を促進し、地域産業の活性化に寄与することを目的とする 

 

２資金の種類 

物価高騰対策支援資金 

 

３資金の用途  

（１）運転資金  物品の仕入資金、手形決済資金、人件費等で事業者がその事業を継続して営むた

めに必要な資金 

ただし、次に掲げる資金は対象外とする。 

ア 株、土地投機等の投機的な資金 

イ 転貸資金 

ウ 他の債務の返済資金 

エ 既存融資の借り換え資金 

 

   （２）設備資金  事業を円滑に、かつ、効率的に遂行するために固定的、耐久的設備に投下される

資金 

ただし、次に掲げる資金は対象外とする。 

ア 市外に当該設備を設置するための資金 

イ 既に支払済みの設備に対する資金 

ウ 既存融資の借り換え資金   

 

４融資対象者 

（ １ ） 対 象 者  越 前 市 内 に事 業 所 を有 する中 小 企 業 者 及 び小 規 模 企 業 者 （ 個 人 事 業 主 を含

む）。 

（２）要件  

１  福井県信用保証協会が定める保証対象業種を営んでいること。 

２ 市内で１年以上継続して事業を営んでいること。 

３ 市税を滞納していないこと。 

４ 償還能力を有していること。 

５ 設備資金の融資を受けるものは、具体的な設備計画を有し、かつ市内に当該設備を設
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置するものであること。 

６ 許認可を必要とする業種は、既に当該許可、免許、登録等を受けていること。 

７ 国又は地方公共団体による出資を受けていないこと。 

  

５担 保       取扱金融機関の定めによる。 

 

６保証人      取扱金融機関の定めによる。（信用保証協会の保証付融資は対象外） 

 

７取扱金融機関 福井銀行、北陸銀行、福井信用金庫、北國銀行の 

越前市内にある支店 

 

 

■提出書類 

  

① 申込時 ＜申込者 → 取扱金融機関＞ 

書  類 備  考 

□ 越前市中小企業等物価高騰対策支援資金融資申込書 要綱・様式集 p７ 

□ 市税に滞納なし（過年度分含む）の証明書  

□ 見積書、契約書等の写し 設備資金の場合 

□ 許認可証等の写し 許認可が必要な業種の場合 

□ 従業員へ賃上げを表明したことを証する書面 要綱・様式集 ｐ８ 

□ その他取扱金融機関が必要と認める書類  

 

② 意見照会時 ＜取扱金融機関 → 商工会議所・商工会＞ 

書  類 備  考 

□ 申請者から提出された書類一式の写し  

□ 従業員数が確認できる書類 賃金台帳・法人事業概況説明書、青色申告決算書等 

□ その他商工会議所・商工会が必要と認める書類  

 

③ 市に報告  ・・・毎月翌月１０日までに提出 

＜ 取扱金融機関 → （代表店にてとりまとめ） → 市産業政策課へ ＞ 

書  類 備  考 

□ 貸付状況報告書 要綱・様式集 p９ 

□ 申込者から提出された書類一式の写し  

□ 償還予定表（初回実行分を含む）  

□ 従業員へ賃上げを表明したことを証する書面 要綱・様式集 ｐ８ 
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越前市中小企業等物価高騰対策支援資金 

利子補給制度の概要について 

 

１ 補給対象者 

・ 越前市中小企業等物価高騰対策支援資金の融資を受けている事業者 

・ 資金の返済において、確実に元金及び利子の返済を行っていること 

・ 市税を完納していること 

 

 

２ 補給金の額 

・ 借入残高の１．７％～２．２％相当分を１年間補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 補給条件について 

・ 融資実行時に従業員代表へ賃上げ目標を表明すること。 

・ 融資実行日の属する月から起算して 1 年以内において任意に選択した連続する 3 か月間の一人当

たり給与支給額が、当該各月に対応する前年同月の一人当たり給与支給額と比較して増加してい

ること。 

 

 

４ 申請手続き 

申請者から市に提出された交付申請書類に基づき、越前市が申請者に対象の利子を補給します。 

 

 融資利率 補給利率 補給期間 

小規模企業者 
2.2％ 

2.2％ 
1年間 

その他 1.7％ 

〈融資利率と補給について〉 

※補給対象期間は融資実行日から起算します。 
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越前市小規模企業者支援特別資金 

融資制度の概要について 

 

１目 的 

    国の定める小口零細企業保証制度を利用し、市内の小規模企業者に必要な資金の融資を行うこと 

により、小規模企業者の事業の円滑化、商工業の振興に寄与することを目的とする。 

 

２資金の種類 

小規模企業者支援特別資金 

 

３資金の用途  

（１）運転資金   商品・原材料等の仕入資金、買掛金・未払金の決済資金、人件費 等 

ただし、次に掲げる資金は対象外とする。 

ア 株、土地投機等の投機的な資金 

イ 転貸資金 

ウ 他の債務の返済資金 

エ 既存融資の借り換え資金 

 

   （２）設備資金   営業用建物の新築・改築資金、機械・車両取得資金 等 

ただし、次に掲げる資金は対象外とする。 

ア 市外に当該設備を設置するための資金 

イ 既に支払済みの設備に対する資金 

ウ 既存融資の借り換え資金 

 

４融資対象者 

（１）対象者  小規模企業者 

 

（２）要件  

１  福井県信用保証協会が定める保証対象業種を営んでいること。 

２ 市内で１年以上継続して事業を営んでいること。 

３ 市税を完納していること。 

４ 償還能力を有していること。 

５ 設備資金の融資を受けるものは、具体的な設備計画を有し、かつ市内に当該設備を設

置するものであること。 

６ 許認可を必要とする業種は、既に当該許可、免許、登録等を受けていること。 
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５担 保       取扱金融機関の定めによる。 

 

６保証人      取扱金融機関の定めによる。 

 

７取扱金融機関    福井銀行、北陸銀行、福井信用金庫、北國銀行の市内にある支店 

 

 

■提出書類 

  

① 申込時 ＜申込者 → 取扱金融機関＞ 

書  類 備  考 

□ 越前市小規模企業者支援特別資金融資申込書 要綱・様式集 ｐ19 

□ 「市税に滞納なし（過年度分含む）」の証明書  

□ 見積書、契約書等の写し 設備資金の場合 

□ 許認可証等の写し 許認可が必要な業種の場合 

□ その他取扱金融機関が必要と認める書類  

 

② 要件確認時 ＜取扱金融機関 → 商工会議所・商工会＞ 

書  類 備  考 

□ 申請者から提出された書類一式の写し  

□ その他商工会議所・商工会が必要と認める書類  

 

③ 保証協会への申込 ＜取扱金融機関 → 福井県信用保証協会＞ 

書  類 備  考 

□ 申込者から提出された書類一式の写し  

□ その他福井県信用保証協会が必要と認める書類  

 

④ 市に報告  ・・毎月翌月１０日までに提出 

＜ 取扱金融機関 → （代表店にてとりまとめ） → 市産業政策課へ ＞ 

書  類 備  考 

□ 貸付状況報告書 要綱・様式集 ｐ20 

□ 申込者から提出された書類一式の写し  

□ 償還予定表（初回実行分を含む）  
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越前市小規模企業者支援特別資金 

利子補給制度の概要について 

 

１ 補給対象者 

・ 越前市小規模企業者支援特別資金の融資を受けている事業者 

・ 資金の返済において、確実に元金及び利子の返済を行っていること 

・ 市税を完納していること 

 

 

２ 補給金の額 

対象支払利子額の全額を補給します。 

補給対象期間は、融資実行日から起算して１年以内です。 

  

※対象払利子額・・・補給対象期間内において支払うべき利子のうち、毎年１月１日から１２月３１日 

までの支払利子額（延滞利子等を除く） 

 

 

３ 申請手続き 

申請者から市に提出された交付申請書類に基づき、越前市が申請者に対象の利子を補給します。 
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特定中小企業者の認定について 

（ セ ーフ テ ィネ ッ ト 保 証 制 度 関 連 ）  

 

セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 保 証 制 度 （ 中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 ２ 条 第 ５ 項 ） は 、 取 引 先 等

の 再 生 手 続 等 の 申 請 や 事 業 活 動 の 制 限 、 災 害 、 取 引 金 融 機 関 の 破 綻 等 に よ り

経 営 の 安 定 に 支 障 を 生 じ て い る 中 小 企 業 者 に つ い て 、 保 証 限 度 額 の 別 枠 化 等

を 行 う 制 度 で す 。 こ の 制 度 を 利 用 す る た め に は 、 事 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市

町 長 の 認 定 を 受 け る 必 要 が あ り ま す 。  

 

【 中 小 企 業 信 用 保 険 法 第 ２ 条 第 ５ 項 】  

 

 ・ 第 １ 号 （ 連 鎖 倒 産 防 止 ） 関 係  

以 下 の い ず れ か の 要 件 を 満 た す 中 小 企 業 者  

・ 経 済 産 業 大 臣 の 指 定 を 受 け た 者 （ 再 生 手 続 開 始 申 立 等 事 業 者 ） に 対 し て

５ ０ 万 円 以 上 の 売 掛 金 債 権 又 は 前 渡 金 返 還 請 求 権 を 有 し て い る こ と 。  

・ 申 請 者 の 全 取 引 規 模 の う ち 、 当 該 再 生 手 続 開 始 申 立 等 事 業 者 と の 取 引

規 模 が ２ ０ ％ 以 上 で あ る こ と 。  

  

指 定 事 業 者 に つ い て は 、 中 小 企 業 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ を 参 照 し て く だ さ い 。  

 

・ 第 ４ 号 （ 突 発 的 災 害 （ 自 然 災 害 等 ） ） 関 係    

 以 下 の 要 件 全 て を 満 た す 中 小 企 業 者  

  ・ 指 定 を 受 け た 地 域 に お い て 、 １ 年 間 以 上 継 続 し て 事 業 を 行 っ て い る 。  

  ・ 災 害 の 発 生 に 起 因 し て 、 当 該 災 害 の 影 響 を 受 け た 後 、 原 則 と し て 最 近 １ か  

月 間 の 売 上 高 等 が 前 年 同 月 に 比 し て ２ ０ ％ 以 上 減 少 し て お り 、 か つ 、 そ の  

後 ２ か 月 を 含 む 3 か 月 間 の 売 上 高 等 が 前 年 同 期 に 比 し て ２ ０ ％ 以 上 減 少  

す る こ と が 見 込 ま れ る こ と 。  

   

指 定 を 受 け た 地 域 及 び 指 定 期 間 に つ い て は 、 中 小 企 業 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ

を 参 照 し て く だ さ い 。  

  

・ 第 ５ 号 （ 業 況 の 悪 化 し て い る 業 種 ） 関 係    

以 下 の い ず れ か の 要 件 を 満 た す 中 小 企 業 者  

・ 指 定 事 業 の み （ 兼 業 含 む ） を 行 っ て お り 、 中 小 企 業 者 全 体 に お け る 最 近 3 

か 月 間 の 売 上 高 等 が 前 年 同 期 の 売 上 高 等 と 比 較 し て ５ ％ 以 上 減 少 し て い  

る こ と 。  

・ 指 定 事 業 と 指 定 業 種 に 属 さ な い 事 業 （ 以 下 、 「  非 指 定 事 業 」  と い う 。 ）  
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を 行 っ て お り 、 最 近 ３ か 月 に お け る 指 定 事 業 の 売 上 高 等 が 中 小 企 業 者 全  

体 の 売 上 高 等 の ５ ％ 以 上 を 占 め て お り 、 か つ 、 中 小 企 業 者 全 体 と 指 定 事  

業 そ れ ぞ れ の 最 近 ３ か 月 の 売 上 高 等 が 前 年 同 期 の 売 上 高 等 と 比 較 し て  

５ ％ 以 上 減 少 し て い る こ と 。  

・ 創 業 者 等 で あ っ て 指 定 事 業 の み （ 兼 業 含 む ） を 行 っ て お り 、 中 小 企 業 者  

全 体 に お け る 最 近 １ か 月 の 売 上 高 等 が そ の 直 前 ３ か 月 の 月 平 均 売 上 高 等  

と 比 較 し て ５ ％ 以 上 減 少 し て い る こ と 。  

・ 創 業 者 等 で あ っ て 指 定 事 業 と 非 指 定 事 業 を 行 っ て お り 、 最 近 １ か 月 に お  

け る 指 定 事 業 の 売 上 高 等 が 中 小 企 業 者 全 体 の 売 上 高 等 の ５ ％ 以 上 を 占  

め て お り 、 か つ 、 中 小 企 業 者 全 体 と 指 定 事 業 そ れ ぞ れ の 最 近 １ か 月 の 売  

上 高 等 が そ の 直 前 ３ か 月 の 月 平 均 売 上 高 等 と 比 較 し て ５ ％ 以 上 減 少 し て  

い る こ と 。  

・ 指 定 事 業 の み （ 兼 業 含 む ） を 行 っ て お り 、 （ １ ） 中 小 企 業 者 全 体 に お け る  

最 近 １ か 月 の 売 上 原 価 の う ち 原 油 等 の 仕 入 額 が 20％ 以 上 を 占 め て い る

こ と 、 （ ２ ） 中 小 企 業 者 全 体 に お け る 最 近 １ か 月 の 原 油 等 仕 入 単 価 が 前 年

同 月 と 比 較 し て 20％ 以 上 上 昇 し て い る こ と 、 （ ３ ） 中 小 企 業 者 全 体 に お

け る 最 近 ３ か 月 の 売 上 高 に 占 め る 原 油 等 の 仕 入 額 の 割 合 が 前 年 同 期 と

比 較 し て 上 回 っ て い る こ と 。  

・ 指 定 事 業 と 非 指 定 事 業 を 行 っ て お り 、 最 近 １ か 月 に お け る 指 定 事 業 の 売  

上 原 価 が 中 小 企 業 者 全 体 の 売 上 原 価 の 20％ 以 上 を 占 め て お り 、 か つ 、

（ １ ） 中 小 企 業 者 全 体 と 指 定 事 業 そ れ ぞ れ の 最 近 １ か 月 の 売 上 原 価 の う ち

原 油 等 の 仕 入 額 が 20％ 以 上 を 占 め て い る こ と 、 （ ２ ） 指 定 事 業 の 最 近 １

か 月 の 原 油 等 仕 入 単 価 が 前 年 同 月 と 比 較 し て 20％ 以 上 上 昇 し て い る こ

と 、 （ ３ ） 中 小 企 業 者 全 体 と 指 定 事 業 そ れ ぞ れ の 最 近 ３ か 月 の 売 上 高 に 占

め る 原 油 等 の 仕 入 額 の 割 合 が 前 年 同 期 と 比 較 し て 上 回 っ て い る こ と 。  

・ 指 定 事 業 の み （ 兼 業 含 む ） を 行 っ て お り 、 中 小 企 業 者 全 体 に お け る 最 近 ３  

か 月 の 月 平 均 売 上 高 営 業 利 益 率 が 前 年 同 期 と 比 較 し て 20％ 以 上 減 少 し  

て い る こ と 。  

・ 指 定 事 業 と 非 指 定 事 業 を 行 っ て お り 、 最 近 ３ か 月 に お け る 指 定 事 業 の 売  

上 高 等 が 中 小 企 業 者 全 体 の 売 上 高 の ５ ％ 以 上 を 占 め て お り 、 か つ 、 中 小  

企 業 者 全 体 と 指 定 事 業 そ れ ぞ れ の 最 近 ３ か 月 の 月 平 均 売 上 高 営 業 利 益

率 が 前 年 同 期 と 比 較 し て 20％ 以 上 減 少 し て い る こ と 。  

 

※ 最 近 3 ヶ 月 間 と は 、 最 大 で 6 ヶ 月 前 ま で さ か の ぼ る こ と が で き る 。  

取 扱 期 間 及 び 指 定 業 種 に つ い て は 、 中 小 企 業 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ を 参 照

し て く だ さ い 。  
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・ 第 ７ 号 （ 金 融 取 引 の 調 整 ） 関 係    

 以 下 の 要 件 全 て を 満 た す 中 小 企 業 者  

・ 経 済 産 業 大 臣 の 指 定 を 受 け た 金 融 取 引 の 調 整 を し て い る 金 融 機 関 等 と

金 融 取 引 を 行 っ て お り 、 当 該 指 定 金 融 機 関 か ら の 借 入 金 残 高 が 金 融 機 関

か ら の 総 借 入 金 残 高 に 占 め る 割 合 が １ ０ ％ 以 上 で あ る こ と 。  

・ 指 定 金 融 機 関 か ら の 直 近 の 借 入 金 残 高 が 前 年 同 期 に 比 し て １ ０ ％ 以 上 減

少 し て い る こ と 。  

・ 金 融 機 関 か ら の 直 近 の 総 借 入 金 残 高 が 前 年 同 期 比 で 減 少 し て い る こ と 。  

  

指 定 金 融 機 関 に つ い て は 、 中 小 企 業 庁 の ホ ー ム ペ ー ジ を 参 照 し て く だ

さ い 。  

 

セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 保 証 制 度 に は 、 こ の 他 に 、 第 ２ 号 （ 取 引 先 企 業 の リ ス ト ラ 等

の 事 業 活 動 の 制 限 ） 、 第 ３ 号 （ 突 発 的 災 害 （ 事 故 等 ） ） 、 第 ６ 号 （ 取 引 金 融 機 関 の

破 綻 ） 、 第 ８ 号 （ 金 融 機 関 の 整 理 回 収 機 構 に 対 す る 貸 付 債 権 の 譲 渡 ） が あ り ま

す 。  

内 容 に つ い て は 、 中 小 企 業 庁 金 融 課 、 福 井 県 信 用 保 証 協 会 、 又 は 市 へ お 問 い

合 わ せ く だ さ い 。  

 

【 認 定 申 請 の 留 意 事 項 】  

 提 出 書 類  

      ・ 申 請 書                ２ 部   （ 市 保 管 分 １ 部 、 申 請 者 渡 し 分 １ 部 ）  

      ・ 法 人 登 記 簿 謄 本 の 写 し  １ 部  （ 法 人 事 業 所 の 場 合 ）  

      ・ 確 認 資 料 ※           １ 部  

 

※ 確 認 資 料 に つ い て  

● 第 １ 号 （ 連 鎖 倒 産 防 止 業 種 ） 認 定 の 場 合  

 ・ 指 定 事 業 者 に 対 す る 売 掛 金 等 を 確 認 で き る 資 料  

     例 ） 裁 判 所 届 出 資 料 、 受 取 手 形 、 取 引 先 の 支 払 通 知 書 、 売 掛 帳 簿 、 不 渡

り 手 形 の 写 し  

 ・ 指 定 事 業 者 に 対 す る 取 引 依 存 度 が 確 認 で き る 資 料  

例 ） 原 則 と し て 決 算 書 類 。 な お 、 取 引 額 が 確 認 で き な い 場 合 は 、 月 別 残

高 試 算 表 や 得 意 先 別 売 上 帳 簿 の 写 し 。  

 

● 第 ４ 号 （ 突 発 的 災 害 ） 認 定 の 場 合  

・ 売 上 高 又 は 販 売 数 量 が 確 認 で き る も の  

例 ） 月 別 試 算 表 、 売 上 元 帳 の 写 し  

 



15 
 

【 留 意 事 項 】  

   ・ 減 少 率 の 小 数 点 以 下 の 桁 数 に 定 め は あ り ま せ ん が 、 小 数 点 以 下 ２ 桁  

    で お 願 い し ま す 。  

   ・ 金 額 の 単 位 は 千 円 単 位 で も 結 構 で す 。  

   ・ 建 設 業 の 場 合 は 、 完 成 工 事 高 又 は 受 注 残 高 を 記 入 し て 下 さ い 。  

 

● 第 ５ 号 （ 業 種 ） 認 定 の 場 合  

・ 許 認 可 証 の 写 し （ 許 認 可 の 必 要 な 業 種 の み ）  

・ 売 上 高 ま た は 工 事 完 成 高 が 確 認 で き る も の  

   例 ） 月 別 試 算 表 、 売 上 元 帳 の 写 し  

    【 留 意 事 項 】  

    ・ 減 少 率 の 小 数 点 以 下 の 桁 数 に 定 め は あ り ま せ ん が 、 小 数 点 以 下 ２ 桁  

     で お 願 い し ま す 。  

    ・ 金 額 の 単 位 は 千 円 単 位 で も 結 構 で す 。  

    ・ 建 設 業 の 場 合 は 、 完 成 工 事 高 又 は 受 注 残 高 を 記 入 し て 下 さ い 。  

 

   ● 第 ７ 号 （ 金 融 取 引 の 調 整 ） 認 定 の 場 合  

    ・ 残 高 証 明 書 の 写 し （ 直 近 の も の と 前 年 同 期 の も の ）  

    ・ 決 算 報 告 書 の 写 し （ 借 入 金 明 細 表 が 記 載 さ れ て い る も の ）  

    【 留 意 事 項 】  

    ・ 借 入 残 高 に は 、 手 形 割 引 等 の 金 額 は 含 め な い で 下 さ い 。  

    ・ 金 融 機 関 の 範 囲 は 、 中 小 企 業 信 用 保 険 法 施 行 令 第 １ 条 の ２ に 規 定 す る

金 融 機 関 を 指 し ま す （ 下 表 の 通 り ）  

 

 

１  銀 行  

２  信 用 金 庫 ・ 信 用 金 庫 連 合 会  

３  労 働 金 庫 ・ 労 働 金 庫 連 合 会  

４  信 用 協 同 組 合 ・ 信 用 協 同 組 合 連 合 会  

５  農 業 協 同 組 合 ・ 農 業 協 同 組 合 連 合 会  

６  漁 業 協 同 組 合 ・ 漁 業 協 同 組 合 連 合 会  

７  農 林 中 央 金 庫  

８  商 工 組 合 中 央 金 庫  

９  国 際 協 力 銀 行  

10 日 本 政 策 投 資 銀 行  

11 日 本 政 策 金 融 公 庫   

12 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫  

13 保 険 会 社  
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経 営 安 定 関 連 保 証 （ セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 保 証 ） の  

指 定 期 間 ・ 認 定 書 の 有 効 期 間 の 取 扱 い に つ い て  

 

１  概 要  

（ １ ） 指 定 期 間 は 、 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 保 証 を 受 け よ う と す る 中 小 企 業 者 が 市 長

に 対 し て 「 特 定 中 小 企 業 者 」 の 認 定 の 申 請 を 行 う こ と が で き る 期 間 で

す 。  

（ ２ ） 認 定 を 受 け た 中 小 企 業 者 は 、 認 定 書 が 発 行 さ れ て か ら ３ ０ 日 以 内 （ 認 定

書 の 有 効 期 間 ） に セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 保 証 の 申 込 み を 行 え ば 、 本 申 込 み は

有 効 な も の と し ま す 。  

 

２  中 小 企 業 者 の メ リ ッ ト  

・  指 定 期 間 内 に 市 長 に 認 定 申 請 を 行 え ば 、 認 定 書 の 発 行 が 指 定 期 間 を 経

過 し て い て も 有 効 で す 。  

・  認 定 書 の 有 効 期 間 内 に 信 用 保 証 協 会 に セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 保 証 を 申 込 め

ば 、 保 証 承 諾 が 認 定 書 の 有 効 期 間 を 経 過 し て い て も 有 効 で す 。                

     

    4/1                        ①       6/30     ②  
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◇許認可等を必要とする主な業種

業　　　　　種 許可等 根　　　拠　　　法 有効期間

食料品製造業 許可 食品衛生法（第52条）

食料品販売業 許可 食品衛生法（第52条）

飲食店、喫茶店 許可 食品衛生法（第52条）

建設業 許可 建設業法（第3条） 5年

一般旅客自動車運送事業
（一般貸切旅客自動車運送事業を除く）

許可 道路運送法（第4条）

一般旅客自動車運送事業
（一般貸切旅客自動車運送事業に限る）

許可 道路運送法（第4条、8条） 5年

特定旅客自動車運送事業 許可 道路運送法（第43条）

自家用有償旅客運送事業 登録 道路運送法（第79条） 2年（更新時2年または3年）

一般貨物自動車運送事業 許可 貨物自動車運送事業法（第3条）

特定貨物自動車運送事業 許可 貨物自動車運送事業法（第35条）

旅館業 許可 旅館業法（第3条）

古物営業 許可 古物営業法（第3条）

薬局 許可 薬事法（第4条） 6年

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器
製造販売業

許可 薬事法（第12条） 5年又は6年

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器
製造業

許可 薬事法（第13条） 5年又は6年

医薬品販売業 許可 薬事法（第24条、26条、28条、30条） 6年

高度管理医療機器・特定保守管理医療機
器販売業、賃貸業

許可 薬事法（第39条） 6年

医療機器修理業 許可 薬事法（第40条の2） 5年

一般廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第7条） 2年

産業廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第14条） 5年

特定管理産業廃棄物処理業 許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第14条の4) 5年

有料職業紹介事業 許可 職業安定法（第30条） 3年（更新時5年）

病院、診療所、助産所 許可 医療法（第7条）

宅地建物取引業 免許 宅地建物取引業法（第3条） 5年

酒類製造業 免許 酒税法（第7条）

酒母・もろみ製造業 免許 酒税法（第8条）

酒類販売業 免許 酒税法（第9条）

第1種高圧ガス製造業 許可 高圧ガス保安法（第5条）

液化石油ガス販売業 登録
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す
る法律（第3条）

労働者派遣事業 許可
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の就業条件の整備等に関する法律（第5条）

3年（更新時5年）

家畜商 免許 家畜商法（第3条）

浄化槽清掃業 許可 浄化槽法（第35条）
期限を付することが
できる（概ね2年）

興行場（映画館、劇場） 許可 興行場法（第2条）

浴場業 許可 公衆浴場法（第2条）

測量業 登録 測量法（第55条） 5年

砂利採取業 登録 砂利採取法（第3条）

採石業 登録 採石法（第32条）

建築士事務所 登録 建築士法（第23条） 5年

電気工事業 登録 電気工事業の業務の適正化に関する法律（第3条） 5年

自動車分解整備事業 認証 道路運送車両法（第78条）

揮発油販売業 登録 揮発油等の品質の確保等に関する法律（第3条）

揮発油特定加工業 登録 揮発油等の品質の確保等に関する法律（第12条の2）

軽油特定加工業 登録 揮発油等の品質の確保等に関する法律（第12条の9）

住宅宿泊事業 届出 住宅宿泊事業法（第3条）

接待飲食等営業 許可 風営法（第3条）

遊技場営業 許可 風営法（第3条）

（注：本表の許可等については、事業法の制定、改廃があった場合必要に応じて見直しを行う。）

　　5年をくだらない期間
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（参考）融資関連ホームページＵＲＬ一覧  

 

福井県信用保証協会 http://www.cgc-fukui.or.jp/ 

中小企業庁 

（金融支援施策情報） 

http://www.chusho.meti.go.jp/ 

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/index.html 

越前市 http://www.city.echizen.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業者向け「越前市」制度融資の手引 
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令和 8 年４月発行 

 

【お問合せ先】 

  越前市産業政策課 

〒915-8530 越前市府中一丁目 13-7 

電 話 0778-22-3047 

ＦＡＸ  0778-22-5167 

       E-Mail：syoukou@city.echizen.lg.jp 

 

 
 


